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今月の表紙
7 月 18 日早朝、菊池渓谷
を訪れました。久しぶりの
晴れ間に期待しましたが、
残念ながら曇り空。それで
も新緑はまぶしく、清流と
苔むした岩場がしっとりと
上品に輝いていました。23
日㈰は菊池夢美術館から
シャトルバスが出ます。ぜ
ひご利用ください。

６月末の人の動き
人口 対前月比

人　口：50,167 人 － 35
男　性：24,087 人 － 16
女　性：26,080 人 － 19
世　帯：18,581 世帯 1

年齢別人口 
0 歳～ 14 歳 ： 6,650 人 13%

15 歳～ 64 歳 ： 28,461 人 57%
65 歳以上 　： 15,056 人 30%

い

直接 みし

　平成 26 年４月の消費税率引上げによる負担緩和を目
的として、昨年度に引き続き給付金を支給します。
◆対象者　本年１月１日時点で住民票が市内にあり、
平成 27 年度の市県民税（均等割）が非課税の人
※ 課税者の扶養になっている場合や、生活保護制度

の被保護者となっている場合は対象外です。
◆支給額　１人 6,000 円
※ 昨年度に実施した基礎年金受給者などへの加算措

置はありません。
◆申請期間　８月３日㈪～平成 28 年１月 29 日㈮
◆支給時期　10 月以降（順次）
◆申請方法　７月下旬に対象世帯へ発送している申
請書に必要事項を記入し、添付書類（給付対象者全
員分の本人確認書類・振込先金融機関口座確認書類）
の写しを貼り付けて返送してください。窓口でも受
け付けます。
◆受付窓口　臨時福祉給付金推進室、各総合支所総
務民生課
◆受付時間　平日の午前８時 30 分～午後５時
※ 窓口申請は混乱することが予想されます。郵送に

よる申請にご協力ください。
問臨時福祉給付金推進室　☎ 0968(25)1297
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臨時福祉給付金を支給します ３ 菊池でステキな出会い見つけませんか？
ピザ婚！

５ １人に１つの大事な番号
マイナンバー制度が始まります

６ 市税の滞納があった菊池市議会議員に対する
市税の賦課徴収について

８

14 健康だより
自分を守る 大切な人を守る エイズ予防
特定健診・特定保健指導を受けましょう／平成 25 年度健康づくり
標語／献血にご協力ください／歯ッピーキッズ
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文芸きくち
図書だより
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癒しの里きくち　「きくち暮らし」
移住・定住支援センター開所式
わがまちの地域おこし協力隊を紹介します
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シリーズ菊池遺産／人権・同和教育シリーズ
菊池夢美術館情報／わいふ一番館だより
ふるさと緑の便り 菊池グリーンツーリズム
はい！こちら菊池市消費生活センターです！
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情報つう
▼お知らせ
家屋評価・現地調査を実施します／吹付アスベスト除去を補助しま
す／耐震対策費を補助します／限度額適用認定証の申請（更新）を
受け付けます／自治公民館の整備に補助金を交付します／児童扶養
手当／有料指定ごみ袋の景品使用は禁止しています／８月の「税」
の納期限／教育・公平委員会委員を紹介します／児童扶養手当など
の現況届を提出しましょう／コイヘルペスウイルス病にご注意くだ
さい／介護予防ミニ講座／歯周疾患検診／介護保険負担限度額の認
定申請を受け付けます／菊池市の放射線量ほか
▼募集
熊本県職員警察官の採用試験／第 17 回熊日旗菊池市民ナイター野球
大会参加チーム募集／お母さんのための再就職実践コース受講者募集
／明るい選挙啓発作品コンクール作品募集／職業訓練コース受講生募
集／「わいふ一番館」ギャラリー出展者募集／県民介護講座受講生募
集／菊池市生涯スポーツ教室参加者募集／障がい者対象職業訓練受講
生募集／古文書初級講座受講生募集／第５回いきいきセミナー参加者
募集／スマート・ライフ・ステイ㏌菊池／県立装飾古墳館定期体験教
室参加者募集／くまもと農業アカデミー受講生募集／農地を貸したい
人・借りたい人を募集しています／さくら基金さくらサポーター募集
／ラブベンチデザインコンペ 2015 ほか
▼相談
住宅リフォーム無料相談窓口／男女共同参画専門委員相談／男性介護
者のつどい／高齢者無料職業紹介所／もの忘れ相談会／認知症介護家
族のつどい／一人で悩まずご相談ください／納税相談夜間窓口を開設
します／身近な法律問題無料相談会／女性や中高年のため再就職相談
会／特定テーマごとの労働相談／ものづくり人材育成を支援します
▼講演講習・イベント
第 16 回きくち市民フォーラム／認知症サポーター養成講座／自
分らしい働き方発見！ことしごとカレッジ／平成 27 年度菊池市
戦没者追悼式／第６回しすい孔子公園映画まつり／ヤマメのつか
み取り／くまもと・みんなの川と海づくりデー／菊池地域合同公
売会／第 35 回菊池まちづくり道場
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婚活登録・交流会申込書

※本申込書に運転免許証などの【顔写真付きの身分証明書の写し】添えて提出してください。
※交流会実施などの連絡のために、メールアドレスのご記入をお願いします。
※登録をすると、以下の特典があります。
・交流会の案内メールが届きます。
・交流会に優先的に参加できます。
・交流会への参加申し込みが簡単になります。

▼アンケートにご協力ください！

※※　同　意　書　※※
１．わたしは独身者であり、本申込書の記載事項および提出書類について偽りはありません。
２．交流会において、菊池市に重大な過失がある場合を除き、いかなる場合も菊池市に責任を求めません。
３．交流会を通して交際をする場合は、当事者間の責任によるものとし、当事者間でトラブルがあった場合には菊
　　池市に一切責任を求めません。
４．交流会を通して交際開始や結婚を決めた場合は、報告します。
５．交流会で知り得た個人情報などについては、一切外部へ漏らしません。
６．交流会に必要な経費については、個人負担とします。
７．登録は２年間（登録完了日から翌年度末まで）有効とし、継続して登録を希望する場合には、再び申込書へ記
　　入することとします。
８．登録について、男性は市内在住の 20 歳以上 50 歳未満の独身者に限ります。女性は、市内外を問わず 20 歳以
　　上 50 歳未満の独身者に限ります。
９．登録者は、50 歳を迎えた年の年度末で登録から外れることとします。
１０．登録者は、交流会参加者や事務局、その他関係者に迷惑行為などを行った場合は、市の判断により登録から外し、
　　再登録できないこととします。

　上記事項に同意します。
　平成　　　年　　　月　　　日　　　　　　　署名　　　　　　　　　　　　　　　㊞　（本人の自署とします）

ふりがな
氏　名 性別 男性・女性

生年月日 　　　　　年　　　　月　　　　日 年齢 　　　　歳

住　所
　〒　　　　－　
　

電　話 　　　　　　－　　　　　－

メールアドレス

職　業 　□会社員　□公務員　□自営業　□農林漁業
　□パート・アルバイト　□無職　□その他

勤務先
名　称

菊池市婚活事業に
登録しますか はい　・　いいえ　（登録については、同意書の７以降をお読みください）

備　考

①相手の年齢に希望はありますか？　　　　　　ある　・　ない　　（ある人：　　　　歳から　　　歳まで）

②年代別の交流会は必要だと思いますか？　　　はい　・　いいえ

③年に何回交流会を開催してほしいですか？　　①１～２回　　②３～４回　　③２カ月に１回　　④毎月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤その他（　　　　　　　　）

④事務局への要望があればお書きください。（行って欲しい交流会の内容など）

マイナンバー制度が始まります
１人に１つの大事な番号

３つのメリット

10月からだよ！

マイナンバーで マイナンバーキャラクター

マイナちゃん

全国共通ナビダイヤル　☎0570（20）0178
午前９時 30 分～午後５時 30 分　※㈯㈰㈷年末年始を除く

マイナンバーは
一生使うもの。

大切にね！

マイナンバーとは

今後のスケジュール

問い合わせ先

住民票異動のお願い

　国民一人一人に付けられる 12 桁の個人番号です。個人
が特定されないように住所や生年月日などと関係ない番号
が割り当てられます。
　各行政機関が管理する個人情報が同一人物の情報である
ことを確認するために活用されます。これにより、各行政
機関で分散管理する情報の連携がスムーズになり、さまざ
まなメリットをもたらします。

【10月以降】　住民票の住所に通知
　マイナンバー通知カードが送られてきます。大切
に保管してください

【来年１月以降】　個人番号カードの交付
　申請者への個人番号カード交付が始まります。順
次、税の手続き、年金、医療保険、雇用保険などの
社会保障の手続きでの利用がスタートします。

　10 月以降に送られるマイナンバー通知カードは、
原則住民票登録地に送付されます。そのため、実際
に住んでいる住所と住民票の住所が異なる人は、カー
ドを確実に受け取れない場合があります。
　該当する人は早めの手続きをお願いします。

給付金などの不正受給の防止

手続きが正確で早くなる

面倒な手続きが簡単に
　所得や他の行政サービスの受給状況を把握しや
すくなるため、負担を不当に免れることや給付を
不正に受けることを防止し、本当に困っている方
にきめ細やかな支援を行えるようになります。

公平・公正な社会の実現 国民の利便性の向上

行政の効率化

　行政機関や市町村などで、さまざまな情報の照
会、転記、入力などに要している時間や労力が大
幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、
重複作業などの無駄がなくなります。

　添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、
申請者の負担が軽減されます。さらに、行政機関
が持っている自分の情報を確認したり、行政機関
からのさまざまなサービスのお知らせを受け取っ
たりできるようになります。
※ 菊池市では個人番号カードを利用して、コンビ

ニでの住民票などの取得も可能になります。
　（平成 28 年２月開始予定）
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